
神戸市交通局に対する業務監査の実施結果 

項  目 主 な 取 組 み 状 況 等 所         見 

１．運賃に関する事項 

（１）関係法令、通達に基づく諸手続等 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡運輸・乗継割引・企画乗車券関係 

 ① 連絡運輸 

 

 

 

 

 

・平成１６年度以降、「エコファミリー制度」

の設定や、PiTaPa の利用額割引の設定等に

ついての諸手続が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・連絡運輸については、乗継ぎ事業者である

７事業者のうち、阪急電鉄株式会社（以下

「阪急」という）、等、６社間で、乗継ぎ駅

９駅の内、５駅で実施されている。 

 

 

・企画切符及び運輸に関する協定等に対する

届出等の諸手続、鉄道運輸規程第１２条に

基づく券面表示等については、関係法令、

通達に基づき適正に処理されていた。 

 

・海岸線と西神・山手線については、環状乗

車が可能であり、経由する駅によっては営

業キロが異なるため、運賃については、二

段で表記されている。現在、紛らわしさを

避けるため、高い方の運賃については、暫

定的にテープなどで見えなくする等の処置

がなされているが、経由する営業キロが長

い方の利用者に対しては、追加運賃を収受

することになるため、その点についての周

知、案内を十分に行う必要がある。 

 

 

・JR 西日本との連絡運輸については未だに実

施されていない状況である。平成１８年よ

り、ICOCA と PiTaPa が相互利用化されたこ

とも踏まえ、今後の利用需要等も勘案しつ

つ、実現に向けた可能性について検討が行



 

 

② 乗継割引 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 企画乗車券 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ ＩＣカードシステムの活用 

 

 

 

 

  

・現在、普通券において、神戸市交通局各駅

と北神急行電鉄各駅及び、神戸電鉄各駅（鈴

蘭台より以西を除く）とで乗継割引が設定

されており、それぞれ、神戸市交通局が２

０円、相手事業者が１０円割り引くことと

なっている。 

 

・また、神戸市交通局バス路線及び他社線と

で共同運行が行われている路線についても

割引制度を設けている。 

 

・企画乗車券については、他鉄道事業者や他

モード事業者とも連携し、周辺の観光施設

の利用・入場料がセットとなった企画乗車

券も多数発行しており、利用者利便の向上

を図り、輸送需要の喚起を図っている。ま

た、国の EST（環境的に持続可能な交通）普

及事業の一環として、「エコファミリー制

度」を実施しており、今年度より適用日を

夏休み（７月２１日～８月３１日）へも拡

充している。 

 

・神戸市交通局においては、平成１８年より

PiTaPa が導入され、平成１９年には、PiTaPa

の定期サービスが開始されている。また、

平成１８年１月より、PiTaPa と ICOCA の相

われることが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後とも多様な企画商品の発売により沿線

の観光資源の活用も含めた旅客のさらなる

需要喚起に努めることが望まれる。 

 

・なお、各駅において、販売されている多様

な企画乗車券の案内が一元的に行われてい

ないため、企画乗車券の情報が的確に利用者

に届いていないと思われる。販売されている

企画乗車券が一覧できるような案内の工夫

が望まれる。 

 

・効率的な運営を行うためにも IC カードの普

及率向上は重要であることから、今後とも、

IC カードを活用した利用者の利便性向上を

図るとともに、利用率向上に向けた取り組



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）駅務機器類 

① 駅務機器の設置基準等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

互利用サービスが開始されていることか

ら、現在、神戸市交通局において利用でき

る IC カードは PiTaPa 及び ICOCA となって

いる。 

 

・また、ＩＣカード利用促進のため、平成１

８年度より、PiTaPa 利用者に対して、１ヶ

月で１，０００円以上の利用に対して、そ

れぞれの利用実績に応じて、１～１０％程

度割引を行う「利用額割引」を実施してお

り、平成２２年３月～５月においては、１，

０００円未満の利用者に対しても、１０％

割引を行う「フレッシュ割引キャンペーン」

が実施されている。 

 

 

・駅務機器の設置については、各駅の乗降客

数を勘案してラッシュ時に乗客が集中する

駅、イベント開催時に利用が多い駅につい

ては、券売機コーナーや改札口毎に機器を

増設する等により設置台数を決めている。 

 

・また、自動改札機については、西神・山手

線については、平成２２年度末までに全て

IC カード対応にするとのことであり、海岸

線についても乗客需要に応じた改札機の IC

対応を行っている。 

 

みの実施が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



② 駅務機器類等故障時の対応 

 

 

 

 

 

（４）運賃・料金の誤表示、誤収受 

① 誤収受等の発生状況 

 

 

 

 

 

 

② 再発防止策 

   

 

 

 

 

（５）その他 

① 偽造紙幣等の対応について 

 

 

 

 

 

② 無料乗車証の取扱いについて 

・駅務機器等の故障発生時の対応については、

出札機器、改札機器において、それぞれ保

守業者が決まっており、故障発生時におい

ては、電話にて連絡を行い、対応する体制

が整えられている。 

 

 

・平成１８年６月２２日に、海岸線新長田駅

で、平成２３年１月２６日に伊川谷駅にお

いて、それぞれ IC カード対応改札機におけ

るプログラム設定のミスによる誤収受が発

生している。 

 

 

・今後、駅務機器の移設・更新作業について

は、駅コーナーごとのチェックシートを作

成し、確認を行う。また、上記確認は、作

業者のみではなく、複数名で行うとのこと

である。 

 

 

・偽造紙幣等に対する対応については、偽造

紙幣発見時の連絡体制として、発見された

場合は、随時、各駅から管区に報告し、管

区から神戸市交通局関係各課及び所轄警察

署に連絡する体制となっている。 

 

・神戸市交通局においては、「交通局業務乗車

 

 

 

 

 

 

 

・２件の誤収受の発生原因については、いず

れも IC 対応改札機の設置において、プログ

ラム改修委託事業者における新しいプログ

ラムへの変更の際の設定ミスにより発生し

たものである。しかしながら、利用者との

関係においては、一義的には鉄道事業者が

責務を負うものであることから、今後、駅

務機器等のプログラム改修に際しても、利

用者に対する運用上の責任の立場から、鉄

道事業者による動作確認の最終的なチェッ

ク等、ミスのない作業体制を構築されるこ

とが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 福祉割引の設定状況 

 

 

 

証発行規程」に基づき、神戸市交通局職員

及び事業上必要と認める者が市営交通機関

を利用する場合には、交通局業務乗車証を

発行している。業務乗車証は、所属長が指

定した管理者が適切に管理しており、使用

する場合は、使用者が管理者に申し出て借

り受けることとしている。 

 

・市外の第１種の身体・知的障害者及び第２

種身体・知的障害者の小児については、本

人が介護人と共に乗車しようとする場合に

ついては、本人及び介護人に対して普通運

賃及び定期運賃、回数運賃について５０％

の割引がなされている。 

 

・また、第２種身体・知的障害者の大人につ

いては、本人にのみ対して普通運賃及び定

期運賃、回数運賃について５０％の割引が

なされている。なお、本人単独乗車に対し

ては、距離制限等は設けられていない。 

 

・一方で、市外の精神障害者に対しては事業

者負担となることから、運賃割引制度につ

いては未だ実施されておらず、今後、他都

市や近隣民間事業者の状況も勘案しなが

ら、実施について検討するとのことである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．情報提供に関する事項 

 

・神戸市交通局においては、事業計画の概要

や決算の内容等財務に関する情報や、運賃

に係る情報、ダイヤ情報や遅延等の情報、

駅施設やバリアフリー化施設整備状況な

ど、安全・サービスに関する情報について、

市議会における報告やプレス発表、インタ

ーネット、広報誌、駅や車両内でのポスタ

ー、小冊子等などの様々な手段・媒体を通

じて鉄道の利用等に関する情報を提供して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後とも、利用者に対する各種情報の提供

を積極的に行うことが期待される。 

 



３．駅等での案内情報に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・駅構内における案内サインに関し、神戸市

交通局独自のマニュアルは整備されていな

いが、国のガイドラインで示された内容に

準拠して行うこととしている。 

 

・現行の案内サインの整備状況について、駅

のホーム、コンコースにおいては、全ての

駅において、路線案内図を掲示し、路線、

駅名、他線・他鉄道への乗り換え案内を行

っている。また、エレベーター、エスカレ

ーター、トイレ、公衆電話等については、

全ての人が直感的に把握できるＪＩＳ企画

のピクトグラムにより統一的に表示をして

いるほか、利用者の多い三宮駅と県庁前駅

では、平成２０年４月よりエレベーターの

位置が分かりやすいように誘導サインとし

て床面と壁面にピクトグラムと矢印を貼付

するなど工夫を試みている。 

 

・外国人観光旅客等への対応については、全

ての駅について、ピクトグラム及び英語表

記を原則としているが、平成１６年１０月

から路線毎に駅番号表示制度（路線名を記

号、駅名を番号で表示）を実施しており、

ホーム、コンコースに掲示の駅表示、運賃

表等全ての掲示類に表示されているほか、

平成１７年４月より主要駅・乗換駅（新神

戸、三宮、湊川公園、長田、新長田、板宿、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三宮・花時計前、ハーバーランド、新長田、

全９駅）の出口案内、きっぷうりばなどの

主要な表示類については、４カ国語（日本

語、英語、中国語（簡体字）、ハングル語）

表示を行っている。また、車内・ホームペ

ージでは４カ国語で表示した地下鉄周辺鉄

道路線図を掲示している。 

 

・なお、西神・山手線の三宮駅と海岸線の三

宮・花時計前駅においては、日本人旅行客

や外国人利用者が駅を間違えるケースがあ

ることから、主要な掲示類以外についても

４カ国語表示が求められる。現状では、駅

員手作りの案内マップを迷われた方、間違

ってしまった方に対して配布するなどの対

応をしている。 

 

・他社線の遅延情報の提供については、現在

は特に行っておらず、終電における接続列

車の遅延情報提供においても一部駅に限ら

れている。 

 

 

・なお、西神中央駅におけるバスの接続につ

いては、「えきバスびじょん」というバス

の発車時刻、行き先に応じた乗り場、停留

所主要な施設へのバスでの行き方が簡単に

分かる実証実験を実施しているところであ

 

 

 

 

 

 

 

 

・サービス向上を図るための工夫が見受けら

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

・まずは他社と組織的に遅延情報を相互に交

換できるよう、体制構築を図るとともに、

駅構内ＬＥＤ等による、利用者目線からの

情報提供について更なる強化に努められた

い。 

 

・極めて高く評価できることから、更なる普

及を期待するところである。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るが、好評のため、実験終了後も継続が決

定したとのこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．バリアフリー対策に関する事項 

（１）バリアフリー法に基づくバリアフリー

化の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・神戸市交通局においては、全２５駅につい

て、エレベーター等による段差解消、視覚

障害者用誘導ブロック及び多機能トイレの

整備を進めることとしている。 

 

・神戸市交通局においてバリアフリー法にお

ける移動等円滑化基準に適合した段差解消

が図られている駅は、１日当たりの平均利

用者数が５，０００人以上の駅においては

全２０駅中１４駅（整備率７０％）となっ

ており、全国の整備率７７％（平成２１年

度末現在）を下回る水準となっている。 

 

・多機能トイレについては、全２０駅中１５

駅（整備率７５％）となっており、残りの

５駅についても平成２５年度末までに整備

することとなっている。 

 

・鉄道車両のバリアフリー化については、平

成２１年度末現在で、総車両数３８編成（２

０８両）のうち、移動等円滑化基準に適合

しているものは１６編成（７６両）となっ

ており、整備率は４２％である。これは全

国の鉄軌道車両のバリアフリー化整備率３

３％を上回る整備水準となっている。また

海岸線では各車両に車いすスペースが設け

られている。 

 

・移動等円滑化基準への適合に向け、バリア

フリー法における鉄道事業者の責務を踏ま

え、今後とも着実なバリアフリー化を推進

することが求められる。 

 

・残り６駅についても、引き続き整備完了に

向けて精力的に取り組まれたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）可動式ホーム柵の整備計画 

 

 

 

 

 

（３）ソフト面での対応 

 

・神戸市交通局においては現在のところ可動

式ホーム柵等の整備についての具体的な計

画はないが、その必要性については充分に

認識しており、引き続き設置に向けて検討

を行う予定である。 

 

・一般旅客に対する心のバリアフリーの意識

の啓蒙、啓発への取組については、駅構内

や車内でのマナーポスター・ステッカー等

の掲出や放送による案内の他、毎年実施し

ている「地下鉄お客様アンケート」におい

て、快適な利用のために優先すべき取組み

の項目にバリアフリー対策の項目を設けて

いる。また、駅に設置してある「メッセー

ジＢＯＸ」や「市長への手紙」などにより、

バリアフリーに関する利用客からの要望を

汲み上げ、対応している。 

 

・駅職員に対しては、交通事業者向けバリア

フリー教育訓練の実施などの措置を講じて

いる。 

 

・安全対策としてホーム下の待避スペースや

列車非常停止装置などは整備されており、

評価できる。可動式ホーム柵等の整備につ

いても引き続き設置に向けて精力的に検討

していくことが求められる。 

 

・利用客からの要望が多いものについては毎

年度対策を講じており、評価できる。 



５．外国人観光旅客等への対応に関する事項 

 

 

 

 

・「外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進

による国際観光の振興に関する法律」に基

づく、外国人観光客が公共交通機関を円滑

に利用するために必要と認められる外国語

等による情報の提供を促進するための措置

を講ずべき区間として、神戸市交通局のす

べての路線の区間が指定されている。 

 

・神戸市交通局では全ての区間の駅、列車に

おいて、日本語と英語の２カ国語及びピク

トグラムによる表示を行っているほか、駅

の乗り場案内、券売機、出口など主要な表

示については、中国語（簡体字）、ハング

ル語を追加した４カ国語表示を行ってい

る。 

 

・駅係員の対応については、採用時等におけ

る接遇研修の中での実施、外国語が話せな

い場合でも指さしすることで外国人観光客

の質問等へ対応することが可能となるよ

う、「コミュニケーションボード」を各駅

に配置しているほか、三宮駅と三宮・花時

計前駅の利用間違いへの対応のため、駅係

員手作りによる案内マップ（三宮－三宮・

花時計前の道のり案内、日本語、英語あり）

を設置し、申し出のあった利用者に配布し

ている。 

 

・神戸市交通局における外国人観光客への対

応ついては、評価できる。今後とも積極的

な取り組みを図られたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．乗継円滑化措置に関する事項 

（１）相互直通運転の実施状況等 

 

 

 

 

 

（２）ダイヤ調整 

 

 

 

 

・神戸市交通局では、西神・山手線において

北神急行電鉄北神線と相互直通運転を実施

している。なお、現在のところその他の鉄

道事業者との直通運転を実施する計画はな

い。 

 

・神戸市交通局では、ダイヤ改正時には、自

社線内の路線間及び相互直通運転を行って

いる北神急行電鉄北神線とダイヤ調整を実

施している。また、自社の終電等が遅延し

た場合は相互直通運転を行っている北神急

行電鉄北神線へ接続措置を要請し、逆に相

互直通運転を行っている北神急行電鉄北神

線の終電等が遅延した場合は、自社線の接

続措置を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

・現状はダイヤ改正時等において接続する他

交通事業者とのダイヤ調整を実施しておら

ず、今後は他交通事業者とのダイヤ調整の

実施に向けて関係者間での協議を行うこと

が求められる。 

 

 

 

 

 



７．事故等による輸送障害時の旅客対応に関

する事項 

（１）輸送障害の発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自社線内で事故等が発生した場合、発生現

場から運転指令区へ第一報が連絡され、運

転指令区から統合管区(東部管区(新神戸

駅～長田駅)、西部管区(新長田駅～西神中

央駅)、海岸線管区(全線)の駅務を担当)、

乗務区(列車の乗務を担当)、各駅の駅員、

各車掌・運転手へ同時に情報伝達されるな

ど、旅客に対して速やかに情報提供できる

体制が整っているところであるが、運転指

令区からの連絡が、電話による一方通行の

音声情報であるため、個別に不明点がある

場合は、運転指令に再度問い合わせる必要

がある。 

 

・他社線で発生した遅延情報については、振

替輸送が行われない場合、他社より運転指

令区へ連絡が入る仕組みとはなっていな

い。しかしながら、山陽新幹線との接続の

ある新神戸駅とＪＲ山陽本線との接続があ

る新長田駅においては、旅客の便宜を図る

ため、遅延が発生した場合には、お互いの

駅係員同士の情報交換により遅延情報等を

共有している。これらの情報交換は、駅係

員同士がお互いの旅客への情報提供のため

に自主的に実施しているものであり、会社

同士の正式な協定等に基づくものではな

 

 

・確実な情報伝達が可能な文字情報による最

新情報を、各駅等が同時に共有できる「駅

間ネットワーク」の構築が計画(平成２４年

度末完成予定)どおりに図られることを期

待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後は、遅延情報の共有などについて、鉄

道事業者間で協定等を結ぶなどの動きが広

がるよう、その必要性に応じて検討されるこ

とが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（２）輸送障害等発生時の体制等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）遅延証明 

い。 

 

・神戸市交通局においては、ＬＥＤ表示器が

西神・山手線の全１６駅、海岸線の全１０

駅に設置されているが、その内訳を見ると

西神・山手線の駅ホームは９駅、海岸線の

コンコースは４駅の設置にとどまってい

る。 

 

・更に、西神・山手線の駅ホームに設置され

ている９駅のＬＥＤ表示器については、固

定文書のみの表示となっているため、事故

情報等について任意文書をスクロール表示

することが出来ず、輸送障害時においても

通常案内表示が流れている状態となってい

る。 

 

・他社線で発生した輸送障害の情報提供につ

いては、北神急行電鉄（株）を除き、駅係

員による直接案内や告知板以外の、例えば

駅構内放送による情報提供は実施していな

い。列車内においても、運転指令区からの

一斉連絡により、乗務員には情報伝達され

るものの、旅客に対しては、他社線で発生

した輸送障害による遅延情報の提供は実施

していない。 

 

・遅延証明については、５分以上の遅延が発

 

 

・施設の更新やシステム改修等の機会に、任

意文字による情報提供が可能なＬＥＤ表示

器の導入を検討するなど、旅客への情報伝

達について更なる充実が図られることが望

まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他社線で発生した輸送障害についても、遅

延の程度や旅客への影響を勘案しつつ、旅客

に混乱を生じさせないことを前提として、可

能な限り旅客への情報提供ができるよう研

究がなされることを期待する。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

（４）輸送障害時に対応した教育・訓練 

 

 

 

生した際に、駅係員により駅改札口付近で

の手渡しを実施している。ホームページで

の遅延証明は発行していないが、３０分以

上の遅延が発生した場合は、ホームページ

にお詫びを掲載し、また沿線の大規模事業

所や学校に対しては、電話にて連絡するな

どの対応を実施している。 

 

・輸送障害に対応した教育訓練等については、

乗務員に対する研修・訓練を年に４回、各

乗務区、運転指令区の職域単位で実施して

おり、駅係員に対する研修・訓練を年に２

回、海岸線管区、東部管区、西部管区の職

域単位で実施している。また、保線区、変

電区、電気区、検車係等の保守係員につい

ても、各職域単位で研修・訓練を実施して

いる。研修・訓練内容は、車両故障時の機

器表示確認や動作確認などの車両の取り扱

い訓練やポイント手回し訓練などの実地研

修、輸送障害時やイベント時の対応などの

旅客対応に関する研修などを実施してい

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・年に複数回の教育訓練を実施し、かつ平成

２０年６月に発生した岩手・宮城内陸地震に

おける仙台市交通局の対応等を取材し、お客

様への対応や復旧方法などの事例を研修に

取り入れるなど他社の事例を積極的に取り

入れ、新しい事案に対応しようとしており、

高く評価できるものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 



８．災害時等の旅客対応に関する事項 ・大規模な鉄道事故や災害が発生した場合に

備えて、「運転事故等復旧対策要綱」「災害

対策要綱」「地震対策要綱」「異常気象対策

要綱」「非常事態対策要綱」を制定しており、

対策本部の設置や権限、各部署の役割など

が具体的に定められている。これらの要綱

類が災害時等の非常時に際して円滑に実践

できるよう、例えば不審物と爆発物の発見

を想定した訓練や駅構内火災を想定した訓

練、地震や津波などの自然災害を想定した

訓練など、非常事態に対応した各種の防災

訓練を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・災害発生時を想定した各種訓練を徹底して

実施しているところであり、高く評価され

るべきものと考える。引き続き、災害発生

時、輸送障害発生時においても安全に迅速

かつ的確な対応が行えるよう、年間を通じ

て教育・訓練を実施していくことを期待す

る。 

 



９．利用者等からの意見等に関する事項 

 

 

・利用者からの意見等については、各駅にお

ける駅係員対応のほか、地下鉄各駅に設置

したメッセージＢＯＸや神戸市交通局のホ

ームページにおいても受け付けている。ホ

ームページには、電話での問い合わせ先が

記載されているほか、専用のフォームによ

り電子メールでの問い合わせが出来るよう

配慮されている。 

 

・意見等に対して回答を行う際には、同時に

神戸市交通局全体の広報・広聴担当である

総務課総務係においても回答の内容を把握

し、処理結果を集約して、神戸市交通局長

へ報告することとしている。 

 

・また、月に１回、乗務員、駅務員の代表で

構成される乗務・駅務班長会議において報

告され、直接利用者に接する各駅、各乗務

区へ情報伝達されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・利用者からの意見等については、幹部職員

や直接利用者に接する各部門に伝達され、反

映される仕組みが備わっており、神戸市交通

局全体として、寄せられた意見等に対して同

じ認識が共有できるシステムとなっている。

この点において、高く評価されるべきもので

あると思われる。 

 

 

 

 

 



１０．駅員の接遇等に関する事項 

（１）移動制約者対応への教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）駅務員の研修等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・移動制約者対応への教育については、４（４）

のとおり積極的に取り組まれている。 

 

・エコロジー・モビリティ財団の実施するバ

リアフリー教育プログラムを取り入れ、高

齢者の疑似体験や障害のある方の基礎知

識、コミュニケーション方法を学ぶことで、

接遇・応対の向上を図っている。 

 

・平成２１年度から助役１２３名を対象とし

た交通事業者バリアフリー教育訓練を実施

することで、接遇・介助方法の習得を図っ

ている。 

 

 

 

・接遇教育については、新規採用、助役転任

等の異動時のほか、定期的に行われる教育

訓練において、敬語・クレーム対応等につ

いての応対マナー研修を実施している。職

員の知識・理解が定着しているかどうかを

確認するため、定期的（駅職員は年２回、

乗務員は年４回）に効果測定を実施してい

る。 

 

・お客様の声等利用者からの意見について、

職員に周知すべき事案、業務に活かせる事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・当該訓練について、今後６年間の研修受講

計画（毎年２０名、平成２６年度までに１

２０名程度の受講）の中に委託会社の駅係

員が入っていないなど、限られた人員のみ

が訓練を受講できる体制となっているた

め、更なる拡充を期待するところである。 

 

・今後も引き続き、駅職員の一層の資質の向

上を図るため、接遇等の教育に関する取り

組みを推進することが望まれる 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）駅業務の委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）暴力行為への対応、迷惑行為等への対

応 

 

 

案については、毎月の班長会議において報

告をし、各現場の点呼時等において周知・

指導をすることで、今後の業務に活かせる

ように努めている。また、班長会議の資料

は職場に常時設置し、いつでも閲覧できる

ようになっている。 

 

・接遇等の研修の中核となる研修所が名谷に

あるが、研修所には、現段階でサービス機

器の模擬器が設置されていないため、実機

での研修は、実際に駅に設置してある機器

で行わざるを得ない状況であることから、

今年度、模擬器の設置を行っているところ。

 

・西神・山手線駅の一部職員及び海岸線の全

駅職員を神戸市の外郭団体である神戸交通

振興株式会社に業務委託している。海岸線

管区の駅務職員については、直営の西神・

山手線の駅務職員と同様の研修（採用時研

修や定期教育訓練等）を実施している。 

 

 

 

・駅員が旅客から暴力行為を受けた場合又は

旅客から痴漢、暴力行為等による被害の申

し出があった場合については、速やかに警

察に連絡し、連携して対応をすることとし

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

・予定通り設置が進み、より効果的な研修が

行われることを期待する。 

 

 

 

 

 

・平成２２年６月（駅係員によるＩＣカード

不正使用）、９月（定期券発売所係員による

定期券の不正発行）と立て続けに神戸交通

振興株式会社の社員での不祥事があった。

別会社ではあるが、利用者から見れば同じ

神戸市交通局であり、サービスレベルは同

一にすべきであることから、改善が望まれ

る。 

 

・今後とも、警察との連携強化を図るととも

に、暴力等迷惑行為の防止等の啓蒙活動に

努めることが望まれる。 

 



 

・ＢＩＣ（ブロード・インフォメーション・

キャッチ）システムを導入し、駅構内作業

に従事している関連業者（清掃メンテナン

ス業者、警備業者等）からの不審物・不審

者に関する情報提供をシステム化すること

により、警察（鉄道警察隊）、神戸市交通局、

関連業者一体となって、鉄道エリア内にお

ける犯罪の予防、検挙等鉄道利用者の安全

確保を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１１．その他のサービスに関する事項 

（１）鉄道利用者への救護・救急体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）携帯電話・優先席の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・神戸市交通局では全駅にＡＥＤを設置済で

ある。また、同市消防局が展開している「ま

ちかど救急ステーション」の称号を平成１

７年７月に受けており、乗客が急病等で呼

吸・脈が停止する危篤状態になった場合に、

駅職員がＡＥＤを使用して命が救える体制

を整えている。 

 

・人工呼吸、ＡＥＤの使用等救急時の対応に

ついて、普通市民救命士講習として、採用、

異動等に係る研修時に実施している。 

 

・平成１６年２月１６日より携帯電話マナー

を関西２０社局の鉄道事業者で統一してい

る。「優先座席付近では携帯電話の電源を切

る、優先座席以外ではマナーモードに設定

の上、通話は遠慮願う」という取扱いにつ

いて、車内及び駅構内放送、ポスター、ス

テッカー、優先座席前のつり革、駅ＬＥＤ

案内表示により案内・啓発を実施している。

 

・優先席については、シートをオレンジ色に

変更し、内部障害者も安心して優先席を利

用出来るよう、優先席マークのデザインを

シート上の窓に表示しているほか、車内・

駅構内放送や、駅ＬＥＤ案内表示において

 

・今後とも利用者に対する啓発に取り組まれ

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（３）健康増進法への対応（受動喫煙防止対

策） 

 

 

 

 

（４）ベビーカー対応 

 

 

 

 

 

（５）女性専用車両導入やマタニティ・マー

ク等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も優先席についての周知・啓発を実施して

いる。 

 

・平成１５年７月から健康増進法の施行を受

け、地下鉄全駅、改札外も含めて全面禁煙

としたところであり、駅構内放送、ＬＥＤ

案内表示等により啓蒙活動を実施してい

る。 

 

・乳幼児を乗せたベビーカーの取り扱いにつ

いては、そのままの状態で車内に持ち込む

ことを可能としている。また、お手伝いの

申し出があった場合については、できる限

りの対応をしている。 

 

・女性専用車両については、平成１４年１２

月より全線で、始発から終車まで、毎日実

施している。運行に際しては、ホーム及び

車内放送による案内やホームページ等によ

り鉄道利用者に対する協力を呼びかけてい

る。 

 

・マタニティ・マークについては、車両の優

先座席へのステッカー貼付により、鉄道利

用者に対する妊婦への配慮についての啓発

を行っている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・引き続き、利用実態等を踏まえながら、安

全・安心に鉄道を利用するための取り組み

が進められることが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（６）ＣＳＲ（企業の社会的責任） 

 

 

 

 

・神戸市では、平成１９年１月からコンプラ

イアンス条例を施行し、法令遵守及び倫理

保持のための体制の整備、市政の透明化の

推進、公正な職務執行の確保等全庁挙げて

コンプライアンス体制の確立に取り組んで

いるところである。 

 

・神戸市交通局の過去５年間の懲戒処分件数

は、１８年度は２件、２０年度は１件、１

７、１９、２１年度は０件となっているが、

不祥事撲滅のため、当該条例の下、コンプ

ライアンス研修の実施、点呼時における服

務規律・綱紀粛正についての周知徹底等に

よりコンプライアンス体制の確立に取り組

んでいる。 

 

・運輸安全マネジメントの関連では、鉄道事

業法に基づく安全管理規定を制定し、同規

定、安全方針等をはじめ、鉄道に関する技

術基準等法令遵守を職員に徹底させてい

る。しかしながら、西神・山手線駅の一部

職員及び海岸線の全駅職員を神戸市の外郭

団体である神戸交通振興株式会社に業務委

託しているが、平成２２年６月（駅係員に

よるＩＣカード不正使用）、９月（定期券発

売所係員による定期券の不正発行）と立て

続けに神戸交通振興株式会社の社員での不

 

 

 

 

 

 

 

・引き続き、職員一人ひとりのコンプライア

ンス意識の向上を図り、不祥事を発生させ

ない職場環境を醸成していくことが望まれ

る。 

 

 

 

 

 

・別会社ではあるが、利用者から見れば同じ

神戸市交通局であり、サービスレベルは同

一にすべきであることから、改善が望まれ

る。 

 

 

 

 

 

 

 



 

祥事があったところ。  

 

 


